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1 本書について 

 

本書では、水産流通適正化法に係る電子システム対策委託事業のうち漁獲番号等伝達システム等調査業

務において実施する漁獲番号等の伝達の検討について、伝達方法を検討するにあたって前提となる現状、

伝達方法の候補、検討会の実施内容、伝達方法の推奨案などを説明いたします。 
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2 情報伝達の現状 

 

漁獲番号等の伝達方法を検討するにあたって前提となる、特定第一種水産動植物等の流通における情報

伝達の現状について整理します。 

 

2.1 取引情報の伝達 

 

現在、特定第一種水産動植物等の流通では、図 2-1のように取引が行われていて、各事業者には業種

によるばらつきはあるものの、何らかのシステムを導入している事業者の割合がある程度高くなって

いますが、現場で受け渡される伝票には手書きが多く、システムで出力された伝票についても紙又は

FAXでの受け渡しを行っている状況です。 

業務的な視点で見た際の取引情報の伝達の状況としては、仕切書、受渡伝票、販売伝票、納品書、請

求書など様々な伝票が取引情報の伝達に使用され、書式としてもバラバラではあるものの、記載項目

としては、水産流通適正化法で求められる伝達項目のうち漁獲番号以外は大部分の伝票に記載があり

ますが、伝票の受け渡しが即時、当日中、翌日、1週間や 10日まとめてなどバラバラであり、譲り渡

しを行う際に伝達するという法律の規定を、現状の業務手順を変えずに満たすことが難しい事業者も

多いと考えられます。 

 

 
図 2-1 特定第一種水産動植物等の流通の取引と情報伝達 

 

2.2 取引情報伝達の電子化 

 

現在、業務に何らかのシステムが導入されている事業者がある程度多いですが、取引情報の伝達が電
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子化されているという事業者は皆無です。(産地卸売市場実態把握、導入システム調査では、該当があ

りませんでした。) 

また、市販システム製品を導入することによって電子的な伝達を容易に実現できないかについて調査

を実施しましたが、図 2-2にあるように、業務システムのパッケージ製品の導入のみでは取引情報の

伝達の電子化は実現せず、市販製品で電子的な伝達を実現するためには EDIシステム等の導入が必要

であるという結果になりました。EDIシステムの導入には、送信側、受信側の双方が EDIに対応した

システムを備える必要があり、コードの統一等がなされないと情報としての受け渡しが成り立たない

ですが、水産物のコード化は、流通 BMS で先行事例があるものの普及していない状況であり、関連

事業者が受け入れるコード体系を策定することは大変困難であると予想されるため、取引情報の伝達

の電子化を容易にする手段とはならないと言えます。 

 

 

図 2-2 市販システム製品を活用した取引情報伝達 

 

図 2-3は、特定第一種水産動植物等の流通に関わる各業種の業界団体、事業者の参加を受けて開催し

た「水産流通適正化法に係る電子的な情報伝達手法に関する検討会」に対して提示した、各事業者が

水産流通適正化法の施行直後に選択すると考えられる漁獲番号等の情報伝達方法を整理したもので、

いずれも紙伝票での伝達を行うものとなっています。 

 

(ⅰ)は納品書等の既存伝票に手書きで漁獲番号等を記載して伝達する方法で、備考等の不使用の欄に

記入することを想定しています。そういった欄が伝票にない場合は、伝票のレイアウト変更等を行う

必要があります。 

(ⅱ)は漁獲番号等を伝達するための新しい伝票(漁獲番号票)を用意し、その伝票に手書きして伝達する

方法で、水産流通適正化法に対応した漁獲番号等の伝達に最適化して伝票レイアウトを決めることが

できるため、起票自体の業務負荷は小さくできると思われるものの、既存の伝票以外に受け渡す伝票



漁獲番号等伝達システム等調査業務   

 

株式会社電縁 4 CONFIDENTIAL 

   

が発生することで手間が増える可能性は否定できません。 

(ⅲ)は販売管理システム等の既存システムを利用して出力する伝票に漁獲番号等の記載を加えること

で伝達する方法で、備考等の不使用の欄を使用する場合はシステム改修なしで対応することが可能で

すが、画面の入力項目や伝票の出力項目に漁獲番号等を追加するためには、システム改修が必要とな

ります。 

 

いずれの方法も伝票を紙で渡すことを基本としているため、伝達を電子化することにはなりませんが、

水産流通適正化法では伝達することのみが求められているため、法律の規定は満たしているというこ

とになると考えられます。 

 

 

図 2-3 法律施行直後の対応として想定される伝達方法 

 

これに対し、制度対応により増大する業務負荷を軽減する策として、図 2-4の電子化案を検討会に提

示して、各業界からの意見を聞きました。 

 

(ⅳ)は(ⅱ)の漁獲番号票をシステムで作成、印刷して伝達する方法で、スマホ等でシステムに漁獲情報

を入力して漁獲番号を発行し、漁獲番号等を格納した QR コードを含む情報が記載された漁獲番号票

を印刷して、出荷先に渡します。 

(ⅴ)は(ⅳ)の延長線上にある方法で、漁獲番号票を電子化するだけでなく、漁獲番号を発行するために

入力された漁獲情報、取引情報をクラウド上に保存することを通じて伝達を行うというもので、産地

での漁獲番号の発行を含む取引情報の登録が行われると、出荷先側で自社宛ての出荷情報として取得

することができるようになり、漁獲番号等の情報伝達から紙を排することができます。 

(ⅵ)は EDI システムを導入し、各事業者が自社の業務システムを EDI に対応させることで漁獲番号

等の情報を伝達できるようにするもので、基本的には自社の業務システムに漁獲情報、取引情報を問
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うろくすると、EDI を通じて出荷先の事業者の業務システムにデータが連携されるようになります。 

 

 

図 2-4 情報伝達の業務負荷を軽減するための電子化案 
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3 水産流通適正化法に係る電子的な情報伝達手法に関する検討会 

 

水産流通適正化法の施行により義務付けられる漁獲番号の発行、伝達、取引記録の保存について、対応の

ための業務負荷を軽減するための電子化を検討するために、漁獲番号等を事業者間で受け渡し、個々の事

業者が取引を記録する方法について、考えられる電子化の選択肢を提示して、各事業者の立場からの意見

を述べてもらう場として検討会を開催し、意見を取りまとめました。 

 

3.1 参加者 

 

検討会は、表 3-1の委員、オブザーバー等の参加を受けて開催しました。 

 

参加者区分 参加者種別 氏名 所属 肩書 

委員 有識者 濱田武士 北海学園大学 教授 

関係事業者 三浦秀樹 全国漁業協同組合連合会 常務理事 

関係事業者 関口実 一般社団法人全国水産卸協会  

関係事業者 山﨑康弘 全国水産物卸組合連合会 副会長 

関係事業者 竹葉有記 全国水産加工業協同組合連合

会 

代表理事専務 

関係事業者 湯山一樹 株式会社イトーヨーカ堂 シニアスーパー

バイザー 

システム専門家 和泉雅博 日本事務器(NJC) シニアマーケッ

ター 

システム専門家 堀籠秀人 SJC  

システム専門家 村上篤志 西日本情報システム 主任 

オブザーバー  八木信行 東京大学 教授 

  北海道漁業協同組合連合会  

  青森県漁業協同組合連合会  

  岩手県漁業協同組合連合会  

  千葉県漁業協同組合連合会  

  三重県漁業協同組合連合会  

  山口県漁業協同組合  

  北海道  

  青森県  

  岩手県  

  千葉県  

  三重県  

  山口県  

水産庁  五十嵐麻衣子 水産庁加工流通課 加工流通課長 

 立堀智也 水産庁加工流通課 流通調整係長 

事務局  石井馨 東京大学、電縁 研究員 

 石原玲一 電縁 取締役 

表 3-1 検討会参加者 
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3.2 開催日程 

 

全 3回の検討会は、以下の日程、内容で実施しました。 

 

➢ 第 1回 7月 29日(木) 15:00～17:00 

Ⅰ．イントロダクション(検討会の目的、進め方、委員紹介など) 

Ⅱ．漁獲番号の伝達方法の検討にあたっての前提情報(調査結果、伝達方法案の共有) 

Ⅲ．伝達方法案についての討議 

 

➢ 第 2回 8月 23日(月) 13:00～15:00 

Ⅰ．第 1回の振り返り 

Ⅱ．課題の整理(流通過程ごとの業務負担等の整理) 

Ⅲ．電子的な伝達方法案について 

Ⅳ．意見交換 

 

➢ 第 3回 9月 10日(金) 13:00～15:00 

Ⅰ．第 1回、第 2回の振り返り 

Ⅱ．電子化による負担軽減(紙媒体での伝達、業務負担軽減のための電子化ポイント等) 

Ⅲ．電子化の実現方法 

Ⅳ．検討会のとりまとめ案 

Ⅴ．意見交換 

 

3.3 第 1回実施内容 

 

漁獲番号の伝達方法を検討するにあたっての前提情報の共有として、開発業務で実施した産地卸売市

場実態把握の結果、多くの産地市場でシステムの導入は進んでいるものの、現場でのやり取りでは、

紙伝票、FAXでの取引情報の伝達が主流となっていて、伝票も手書きの割合が高いこと、伝達のため

の業務負担が流通過程によって異なること、市販システム調査の結果から市販システムを導入するこ

とで容易に漁獲番号等の伝達の電子化が完了するようなことは期待できないことを事務局から説明し

ました。 

また、これらの状況を踏まえて、法律施行時点で多くの事業者が行うと考えられる漁獲番号等の伝達

方法、将来的に考えられる電子的な伝達方法案を示し、意見交換を行った結果、各委員から図 3-1に

あるような意見が聞かれました。 
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図 3-1 各委員からの意見(第 1回) 

 

3.4 第 2回実施内容 

 

第 1回での検討内容を踏まえ、図 3-2のように各流通段階のおける意見や課題を整理し、消費地市場、

加工業者で集荷、分荷に伴う漁獲番号の管理が煩雑になると考えられ、電子化による業務負担の軽減

が必要と思われる一方、そのために最初に電子化することが求められる産地市場では、現状の電子化

度合いが低いなどの状況があり、すぐには対応が進まないなど、流通段階ごとの状況を説明しました。 

また、電子化案についてあらためて説明し、意見交換を行った結果、各委員から図 3-3、図 3-4にあ

るような意見が聞かれました。 
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図 3-2 各流通段階における意見や課題 

 

 

図 3-3 各委員からの意見(第 2回) 1/2 
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図 3-4 各委員からの意見(第 2回) 2/2 

 

3.5 第 3回実施内容 

 

あらためて、水産流通適正化法への対応としては手書き伝票での伝達で十分である一方で、業務の負

担が大きくなる場面が想定されること、取引情報がデータとして集められれば事業場の活用が考えら

れることを説明し、図 3-5にあるような業務負荷軽減のための電子化として考えられる具体的な対策

ポイントについて例示しました。 

そのうえで、本検討会を通じてのとりまとめ案を提示して、各委員からの意見を聞きました。 
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図 3-5 業務負担を軽減するための電子化検討ポイント 

 

3.6 検討会とりまとめ 

 

全 3回の検討を経て、漁獲番号等の伝達の電子化の方向性について、以下のように取りまとめました。 

 

○ 水産流通適正化法の義務の履行にあたり、関係事業者の負担軽減を図りつつ、制度の円滑な実

施を行うためには、将来的に電子化を進めていくことが求められる。 

○ 一方、水産流通事業者については、中小零細の事業者も多くおり、電子化を進めていくにあた

っては、関係事業者の実態等をよく踏まえた上で、誰も取り残さない、皆がついてこられる方

法を構築する必要。 

○ また、電子化を推進していくためには、制度施行により生じる事務負担が電子化によりどう軽

減されるかや、また、本制度の義務の履行のためだけでなく、将来的なビジネスにおける活用

の可能性など、電子化を進めることのメリットを関係者にわかりやすく伝えていくことが重

要。 

○ 以上の前提のもと、各水産流通事業者の規模や、電子化の普及状況に濃淡がある実態を踏まえ

れば、生産・加工・流通業界等の電子化を進めていくためには、各事業者のシステムの改修等

を必須とするような電子化は現時点においては現実的ではなく、電子的な情報伝達が可能とな

るようなクラウドシステム等を国が新たに準備し、スマホ等で簡易に利用できる仕組みを構築

することが必要。また、導入を希望する地域等でこれらの仕組みの実証を進めていくことが重

要。 

○ なお、クラウドシステムの構築にあたっては、各事業者が情報伝達を行うための特定第一種水

産動植物の名称・加工形態等を定義する共通語彙基盤や、データレイアウトやデータ形式等の

標準化についても国が示すこと。 

図 3-6 検討会とりまとめ 
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4 漁獲番号等の伝達方法の在り方 

 

事前の調査、検討会を通じて、水産流通に関わる事業者の電子化状況には大きなばらつきがあり、将来に

おいてもすぐに解消しないと見込まれることが分かりましたので、漁業者、仲卸業者から要望のあった、

誰も取り残さない、電子化を必須としない、電子化しないことでの不利益が生じないように配慮が必要で

あり、電子化の難易度、負担を軽減すると共に、電子化の利点をそれぞれが受けられるような仕組みが重

要と思われます。 

そのためには、検討会の検討経緯、とりまとめにあるように、国が提供するクラウドで漁獲番号の発行、

伝達、取引情報の記録を行えるようにすることが望ましいと思われます。 

そのクラウドは、Webアプリケーションで画面入力が行えるだけでなく、Web-APIも備えて、システム

間連携による情報登録にも対応するものとするべきと思われます。 

 

図 4-1 は、開発業務で開発している漁獲番号等伝達システムの概要説明資料で、この検討会の検討の方

向性を加味して機能を検討しています。 

 

 

図 4-1 漁獲番号等伝達システム概要 

 

 

 


